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2020年３月９日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号

株式会社 建 設 技 術 研 究 所
代表取締役社長 中 村 哲 己

第57回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第57回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年３月25日（水

曜日）午後５時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申し

上げます。
敬 具

記
1. 日 時 2020年３月26日（木曜日）午前10時（開場 午前９時）
2. 場 所 東京都千代田区隼町１番１号

グランドアーク半蔵門 ３階 光の間
3. 株主総会の目的事項

報 告 事 項 1. 第57期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業
報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第57期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役12名選任の件
第３号議案 取締役賞与支給の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 本総会招集ご通知に掲載しております事業報告、連結計算書類、計算書類お

よび株主総会参考書類に修正が生じたときは、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（アドレス http://www.ctie.co.jp/）に掲載させていただきます。

証券コード９６２１

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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（提供書面）

事 業 報 告

(2019年１月１日から
2019年12月31日まで)

Ⅰ．企業集団の現況

1. 当連結会計年度の状況

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、製造業の業績悪化、輸出の減少

があるものの、消費税増税前の個人消費の駆け込み需要や反動抑制策の効

果、非製造業の高水準の業績維持などもあり、景気減速に歯止めがかかる

兆しが見られるようになってきました。一方、海外経済は、米中貿易摩擦、

英国のＥＵ離脱などへの留意が必要な状況が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境は、近年の広範囲かつ激甚な自然災害

に対する災害査定等の実施、防災・減災対策の強化、インフラ老朽化対策

に関わる国土強靭化計画の推進などの多くの要請があったことから堅調に

推移しました。

このような状況下にあって、当社グループは、2019年がスタートの年に

あたる「中期経営計画2021」のもと、当社の主力分野である防災・減災の

受注を拡大するとともに、維持管理、発注者支援、包括管理、ＰＦＩ・Ｐ

ＰＰ、都市総合開発などを拡大分野、地方自治体や民間企業を拡大市場と

位置付け、グループ一体となった質量両面の事業拡大に注力いたしました。

さらに、当社グループの連携をより一層強固にするため、グループ間の人

事交流、営業連携、災害時協働などを継続して推進しました。また、グル

ープ全体の生産性向上を目指し、ＡＩ・ＲＰＡによる省力化、プロジェク

トマネジメントシステムの更なる改善およびテレワーク勤務の本格運用を

実施しました。

また、2019年10月の台風19号による災害に対しては、当社グループの総

力を結集して災害復旧に尽力し、社会資本整備を担う建設コンサルタント

としての社会的使命を果たしてまいりました。

これらの結果、当連結会計年度における当社グループの受注高は70,718

百万円と前年同期比17.6％増となりました。完成業務収入は62,649百万円

と前年同期比7.2％増となり、経常利益は4,397百万円と前年同期比38.9％

増、親会社株主に帰属する当期純利益は2,808百万円と前年同期比48.3％増

となりました。
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当社グループのセグメント別の業績は次のとおりです。

① 国内建設コンサルティング事業

国内建設コンサルティング事業の受注高は48,806百万円と前年同期比

6.7％増、完成業務収入は45,537百万円と前年同期比11.2％増となり、セ

グメント利益は3,832百万円と前年同期比38.9％増となりました。

② 海外建設コンサルティング事業

海外建設コンサルティング事業の受注高は22,021百万円と前年同期比

52.1％増、完成業務収入は17,233百万円と前年同期比2.1％減となり、セ

グメント利益は441百万円と前年同期比58.3％増となりました。

(2) 対処すべき課題

公共事業関係費は、2020年度に３年目を迎える「防災・減災、国土強靭

化のための３か年緊急対策」をはじめ、2020年度当初予算において治水対

策を中心とした防災・減災対策等の強化、インフラ老朽化対策の見直しな

どに予算計上され、今後も引き続き堅調に推移することが予想されます。

特に、治水事業の効果と重要性が広く社会に認知されてきており、社会資

本整備にあたって、当社グループの果たす役割が期待される事業環境とな

っております。

こうした事業環境を踏まえ、｢中期経営計画2021」の２年目である第58期

の経営計画において、｢ＣＴＩグループ一丸となった事業構造の変革」をス

ローガンとして以下の重点課題に対応し、国内ではグループ連携による事

業ドメインの拡大により、｢マルチインフラ企業」を目指します。海外では

株式会社建設技研インターナショナルとWaterman Group Plcを中心としたグ

ループ連携の密度を高め、事業領域と事業量の拡大を目指します。また、

社員の活力を生み、社員の成長を促す社内システム改革を推進し、高品質

の技術サービスを提供してまいります。

① グループ連携の更なる推進による事業拡大

② 生産性向上等による労働環境改善

③ 社員がやる気を出すための新人事システムの導入

④ リスク管理の強化

役員ならびに社員一同、国民の安心・安全を担う建設コンサルタントの

社会的使命を果たすため、最大限の努力を続けてまいる所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き格別のご指導、ご鞭撻を賜りま

すようお願い申し上げます。
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(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 設備投資の状況

該当事項はありません。

(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

(6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

(7) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

該当事項はありません。

(9) 直前３事業年度の財産および損益の状況
(単位：百万円)

区 分
第54期

2016年12月期
第55期

2017年12月期
第56期

2018年12月期

第57期
(当連結会計年度)
2019年12月期

受 注 高 42,481 52,775 60,117 70,718

完 成 業 務 収 入 42,033 49,301 58,443 62,649

経 常 利 益 2,433 2,500 3,167 4,397

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,447 1,615 1,893 2,808

１株当たり当期純利益 102.37円 114.22円 133.94円 198.59円

総 資 産 42,644 49,444 50,854 59,013

純 資 産 24,793 26,885 27,810 30,929

１株当たり純資産 1,746.31円 1,881.01円 1,950.54円 2,169.53円

(注) ｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正｣（企業会計基準第28号 平成30年
２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、2018年12月期の総資
産は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
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(10) 重要な親会社および子会社の状況

① 重要な親会社

当社には親会社が存在しませんので、該当事項はありません。

② 重要な子会社

会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 建 設 技 研
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

100百万円 70％ 建設コンサルタント

Wate r m a n G r o u p P l c 3.3百万ポンド 100％
コンサルティング・
エンジニアリング

Waterman AHW(Victoria)
P t y L i m i t e d

7.6百万豪ドル
51％

注
コンサルティング・
エンジニアリング

日本都市技術株式会社 100百万円 100％
建設コンサルタント
土地区画整理事業

株 式 会 社 地 圏 総 合
コ ン サ ル タ ン ト

100百万円 100％
建設コンサルタント
地質調査業

株 式 会 社 日 総 建 100百万円 100％
建築設計
監理

(注) 子会社Waterman Group Plcが所有しており、すべて間接所有であります。

2. 当連結会計年度末日の状況

(1) 主要な事業内容

当社グループは、河川、ダム、道路、環境、情報、都市・建築などの公

共事業に関する建設コンサルタント業を営んでおります。

① 国内建設コンサルティング事業

主要な業務は、国内における公共事業の企画、調査、計画、設計、発

注者支援、施工管理、運用維持管理などの総合コンサルティング業務

および付随するシステム開発、保守管理、一般事務処理受託、土地区

画整理業務、地質調査業務ならびに建築設計・監理業務であります。

土地区画整理業務、地質調査業務および建築設計・監理を除き主に当

社が、土地区画整理業務は子会社日本都市技術株式会社が、地質調査

業務は子会社株式会社地圏総合コンサルタントが、建築設計・監理業

務は子会社株式会社日総建が担当しております。
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② 海外建設コンサルティング事業

主要な業務は、海外におけるプロジェクトの発掘、マスタープランの

策定、企画、調査、計画、設計、施工管理、運用維持管理など建設プ

ロジェクト全般にわたる総合コンサルティング業務ならびに構造設計、

設備設計を含むビルディング関連事業であります。総合コンサルティ

ング事業は当社、子会社株式会社建設技研インターナショナルおよび

子会社Waterman Group Plcが、ビルディング関連事業は子会社Waterman

Group Plcおよび子会社Waterman AHW (Victoria) Pty Limitedが担当し

ております。

(2) 主要な営業所等

① 当社

本 社 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号

支社等 東 京 本 社（東京都中央区）

東京本社さいたまオフィス（さいたま市浦和区）

大 阪 本 社（大阪市中央区）

北海道支社（札幌市中央区） 東 北 支 社（仙台市青葉区）

北 陸 支 社（新潟市中央区） 中 部 支 社（名古屋市中区）

中 国 支 社（広島市東区） 四 国 支 社（香川県高松市）

九 州 支 社（福岡市中央区） 沖 縄 支 社（沖縄県那覇市）

研究センターつくば（茨城県つくば市）

事務所 青森事務所（青森県青森市）ほか全国41ヵ所

② 株式会社建設技研インターナショナル

本 社 東京都江東区亀戸二丁目25番14号

③ Waterman Group Plc

本 社 Pickfords Wharf, Clink Street, London, SE1 9DG United Kingdom

④ Waterman AHW (Victoria) Pty Limited

本 社 60 Park Street, South Melbourne, VIC 3205, Australia

⑤ 日本都市技術株式会社

本 社 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号

支社等 本社事務所・東日本支社（千葉県松戸市）

西日本支社（福岡市博多区）



〆≠●0
01_0187801102003.docx

2/19/2020 6:35:00 PM印刷 6/16

― 7 ―

⑥ 株式会社地圏総合コンサルタント

本 社 東京都荒川区西日暮里二丁目26番２号

支社等 札幌支店（札幌市中央区）

四国支店（愛媛県新居浜市）

⑦ 株式会社日総建

本 社 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号

(3) 使用人の状況

① 企業集団

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

3,012名（919名） 80名増（36名増）

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者（パートおよびアルバイト）数は（ ）
内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

1,633名（491名） 59名増（29名増） 43.21歳 13.23年

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者（パートおよびアルバイト）数は（ ）

内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(4) 主要な借入先の状況

該当事項はありません。

(5) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の現況（2019年12月31日現在）

1. 株式の状況

(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

(2) 発行済株式の総数 14,159,086株

(3) 株主数 3,293名

(4) 上位10名の株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率

建 設 技 術 研 究 所 従 業 員 持 株 会 1,228千株 8.7％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 )

568 4.0

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 )

436 3.1

重 田 康 光 396 2.8

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 371 2.6

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 354 2.5

D F A I N T L S M A L L C A P
V A L U E P O R T F O L I O

328 2.3

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 300 2.1

有 限 会 社 光 パ ワ ー 279 2.0

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 269 1.9

(注) 持株比率は、自己株式（18,959株）を控除して計算しております。

2. 新株予約権等の状況

当社は新株予約権を発行しておりませんので、該当事項はありません。
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3. 会社役員の状況

(1) 取締役および監査役の状況

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 村 田 和 夫

代 表 取 締 役 副 会 長 兪 朝 夫

代 表 取 締 役 社 長 中 村 哲 己

代表取締役副社長執行役員 寺 井 和 弘 東京本社長

取締役専務執行役員 渡 邊 宏 一 管理本部長

取締役専務執行役員 西 村 達 也 企画・営業本部長

取締役常務執行役員 廣 澤 遵 九州支社長兼沖縄支社長

取締役常務執行役員 秋 葉 努 ガバナンス統括本部長

取締役常務執行役員 木 内 啓 大阪本社長

取締役常務執行役員 名 波 義 昭 技術本部長
取 締 役 池 淵 周 一 公益財団法人河川財団研究フェ

ロー
取 締 役 小 棹 ふみ子 税理士、飛島建設株式会社社外

監査役、メタウォーター株式会
社社外取締役

常 勤 監 査 役 齋 藤 貢 一

監 査 役 尾 園 修治郎

監 査 役 田 中 康 郎 弁護士

監 査 役 石 川 剛 弁護士、桜田通り総合法律事務
所シニアパートナー、アルテッ
ク株式会社社外監査役、インパ
クトホールディングス株式会社
社外取締役

(注) 1. 取締役池淵周一および小棹ふみ子は、社外取締役であります。
2. 監査役田中康郎および石川 剛は、社外監査役であります。
3. 社外役員の重要な兼職の状況については、社外役員に関する事項に記載し

ております。

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支給人数 報酬等の額 摘 要

取締役 15名 317百万円

監査役 6名 43百万円

合 計 21名 361百万円
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(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。

2. 取締役の報酬限度額は、2014年３月27日開催の定時株主総会において年額
400百万円（ただし、使用人分の給与を含まない）以内、監査役の報酬限度
額は、1994年３月30日開催の定時株主総会において年額80百万円と決議い
ただいております。

3. 取締役の報酬等の額には、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理
した37百万円を含んでおります。

4. 上記の人数には、2019年３月26日開催の第56回定時株主総会終結の時をも
って辞任した取締役３名、任期満了にともない退任した監査役２名分を含
んでおります。

5. 上記のほか、2006年３月29日開催の第43回定時株主総会の決議に基づき、
当事業年度中に退任した社外監査役１名に対し、２百万円の役員退職慰労
金を支給しております。

(3) 会社役員の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針

社外取締役以外の取締役の報酬は、職務執行の対価としての固定報酬

(月額報酬）と当該事業年度の連結業績と連動した賞与で構成し、社外取締

役は、その役割と独立性の観点から固定報酬（月額報酬）のみで構成して

います。取締役の固定報酬は、あらかじめ定められた役員報酬月額基準表

に従い適切に月額報酬を算定しています。また、業績連動報酬（賞与）は、

当該事業年度の連結業績に応じて標準的な金額を設定し、各取締役の貢献

度を代表取締役社長が評価したうえで、報酬枠の範囲内で各取締役の具体

的な金額を設定し、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議

しています。

(4) 辞任した、または解任された役員

区 分 地 位 氏 名 年 月 日

辞 任
代 表 取 締 役
副 社 長 執 行 役 員

友 永 則 雄 2019年３月26日

辞 任
代 表 取 締 役
副 社 長 執 行 役 員

栗 田 秀 明 2019年３月26日

辞 任
取 締 役
常 務 執 行 役 員

中 平 明 憲 2019年３月26日
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4. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

地位および氏名 他の法人等の重要な兼職の状況 当該他の法人等との関係

取 締 役 池 淵 周 一 公益財団法人河川財団研究フェロー 無

取 締 役 小 棹 ふ み 子
飛島建設株式会社社外監査役

メタウォーター株式会社社外取締役
無

監 査 役 田 中 康 郎 無 無

監 査 役 石 川 剛
桜田通り総合法律事務所シニアパートナー
アルテック株式会社社外監査役

インパクトホールディングス株式会社社外取締役
無

(注) 上記社外役員の配偶者または三親等以内の親族等が当社または当社の特定関係

事業者の役員または使用人等である事実はありません。

(2) 当該事業年度における主な活動状況

① 取締役会および監査役会への出席の状況

地位および氏名
取締役会（13回開催） 監査役会（13回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取 締 役 池 淵 周 一 13回 100％ ― ―

取 締 役 小 棹 ふ み 子 13回 100％ ― ―

監 査 役 田 中 康 郎 13回 100％ 13回 100％

監 査 役 石 川 剛 8回 80％ 9回 90％

(注) 監査役石川 剛につきましては、2019年３月26日就任後の状況を記載しており

ます。

② 取締役会および監査役会における発言の状況

取締役池淵周一は、取締役会において、防災分野の専門家として培っ

た知識・見地からの発言、提言を行っております。

取締役小棹ふみ子は、取締役会において、経験豊富な税理士および社

外の見地からの発言、提言を行っております。

監査役田中康郎および石川 剛は、取締役会では、取締役に対し積極

的に質問するとともに、法曹経験豊富な弁護士および社外の見地から

の発言、提言を行っております。また、監査役会では、実施した監査

を報告し、他の監査役に対し積極的に質問するとともに、法曹経験豊

富な弁護士および社外の見地からの意見を述べております。
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(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外役員は、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第１

項各号に定める金額の合計としております。

(4) 報酬等の総額

区 分 支給人数 報酬等の額 摘 要

社外取締役 2名 14百万円

社外監査役 3名 12百万円

(注) 上記の人数には、2019年３月26日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって

任期満了にともない退任した社外監査役１名分を含んでおります。

(5) 親会社等または親会社等の子会社等から受けている報酬等の額

該当事項はありません。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 監査業務に係る報酬等の額および監査役会が同意をした理由

監査役会は、会計監査人の監査計画、前事業年度における職務の遂行状

況、見積額の算出根拠等を考慮した結果、相当と判断して同意いたしまし

た。

内 容 報 酬 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 53百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

63百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 連結子会社の監査の状況

当社の子会社であるWaterman Group Plcは、当社の会計監査人以外の監査

法人の監査を受けております。
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(4) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の

業務である「収益認識に関する会計基準に係る指導・助言業務」および

｢在外子会社の財務報告に係る内部統制に関する指導・助言業務」を委託し

ております。

(5) 解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要が

あると判断した場合には、解任または不再任に関する議案を決定し、取締

役会は、当該決定に基づき同旨の議案を株主総会に提出いたします。また、

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当す

ると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査

人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を

報告いたします。

(6) 過去２年間の業務の停止の処分に関する事項

該当事項はありません。

(7) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(8) 辞任した、または解任された会計監査人

該当事項はありません。
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6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社グループの経営理念は、世界に誇れる技術と英知で、安全で潤いのあ

る豊かな社会づくりに挑戦することであります。当社は、この経営理念に基

づく適正な業務執行体制の整備・運用が、企業価値の向上につながる経営の

重要な責務であると認識し、以下のとおり、業務の適正を確保するための体

制を定めております。

(1) 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

当社は、当社グループの取締役および従業員が職務の執行に当たって遵

守すべき事項を明確にし、コンプライアンス体制および業務管理体制を

充実させ、モニタリング等によって改善する。特に、社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わりを持たず、不当

な要求に対しては毅然として対応し、これを拒否する。また、内部通報

の取扱いに関する規程の定めに従い、内部通報体制の充実を図り、違

法・不正行為の未然防止、早期発見と是正、再発防止に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役は、企業統治の透明性に配慮し、その業務の執行に係る文書その

他の情報につき、情報セキュリティポリシー、その他社内規則に従って

情報管理体制を整備し、適切に開示、保存、廃止および管理を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク発生の低減を目指し、リスク管理体制を強化するととも

に、危機発生時に迅速かつ適切に対応できる体制を構築する。また、子

会社ごとに情報の集約を行い、リスク管理体制を強化する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、業務の意思決定、監督機能、業務執行の分離など、取締役に委

嘱する職務と権限を明確にし、定期的（月１回）に取締役会と経営会議

とを開催し、十分な議論を経て意思決定する。経営計画は定期的に検証

し、成果を確認しながらブラッシュアップするものとする。事業所間お

よび各部門間の連携・調整を図る内部統制システムを構築する。子会社

の運営に当たっては、当社の管理本部ほか本社関連部署が積極的な支援

を行い、効率的な業務執行を確保する。
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(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制（子会社の取締

役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を含む）

当社は、当社グループに関する経営理念や経営戦略などの基本方針に基

づき、当社グループに対する管理体制を構築する。また、子会社取締役

は、子会社管理規程の定めに従い、経営の重要事項について当社に報告

するとともに、必要に応じて当社の事前承認を得る。

(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における

当該従業員に関する事項

当社は、監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合、

監査役と協議し、適性を考慮した人選を行い、当該人事につき監査役の

同意を得るものとする。

(7) 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項および監査役からの指

示の実効性の確保に関する事項

当該社員は、取締役の指揮命令に属さないものとする。兼務者であると

きは、監査役の職務を補助する間は取締役の指揮命令に属さないものと

する。また、当該社員の異動、評価、賞罰等について、監査役の同意を

得るものとする。

(8) 取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制ならびに監査役に報告した者が当該報告をしたこと

を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループの取締役および従業員は、会社経営に甚大な影響を与える

事象が生じたとき、または発生するおそれがある場合には、その都度監

査役に報告するものとする。監査役への報告事項については、取締役と

監査役とが協議してあらかじめ定め、報告に関する社内体制を整備する。

また、監査役に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

することを禁止する。

(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関

する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用等については、取締役がそ

の費用等が監査役の職務の執行に必要でないことを証明したときを除き、

前払を含み速やかに監査役に費用を支払い、あるいは債務を処理する。
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(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役と監査役とは、監査役の監査が実効的に行われるために、監査環

境の整備を含む諸事項（内部監査部門との連携に関する事項等）を認識

し、実施体制を確保するために必要に応じて協議し確認する。

(11) 業務の適正を確保するために必要な体制の運用状況の概要

当期における業務の適正を確保するために必要な体制の運用状況の概要

は次のとおりです。

① 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制について

当社は、｢行動憲章」に「誠実で公正な責任ある企業活動の推進」を

掲げ、｢取締役会規則｣、｢組織規程｣、｢業務分掌規程」を整備して取

締役、従業員の職務を明確にするとともに、ガバナンス統括本部コ

ンプライアンス室および同監査室を設置し、当社グループ会社を含

めたコンプライアンス研修、内部監査の実施、内部監査での指摘事

項についてのモニタリングなどにより、継続的な改善を図っており

ます。また、｢コンプライアンス規程」を定め、内部通報体制の一層

の充実を図って、リスク情報が的確に上層部へ伝達される仕組みを

構築しております。あわせて、ガバナンス統括本部と関連部署が連

携して、当社グループ内のコンプライアンス体制を強化するととも

に当社および当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、

法令、定款および社内規則に則り、当社取締役会において決定して

おります。

② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制に

ついて

当社は、契約書、取締役会資料、議事録などの文書、重要な営業情

報、業務上の個人情報等、保存・管理が必要な情報は、｢情報セキュ

リティポリシー｣、｢情報セキュリティ基本方針｣、｢情報セキュリテ

ィ実施要領」などを整備し、厳正に管理しております。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

当社は、｢行動憲章」に「リスク管理の徹底」を掲げ、想定されるリ

スクについて、企画・営業本部で継続的に検討し、その結果に基づ

き、各部署でリスク管理の整備を進めております。また、当社グル

ープ全体のリスク管理の対応状況をモニタリングし、定期的に取締

役会等に報告しております。あわせて、緊急事態が発生したときの

会社がとるべき行動を定め、緊急事態を早期かつ適切に収束させ、

会社の信頼を回復させることとしております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

について

当社は、｢取締役会規則｣、｢職務権限規程｣、その他社内規則におい

て取締役の職務と権限を明確に定め、取締役会および経営会議を定

期的に開催し、効率的かつ迅速な意思決定を行っております。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制について

当社は、｢子会社管理規程」を定め、当社グループ会社を監督するた

めの監督責任者を配置しております。また、当社グループ会社と当

社との間でグループ経営会議、運営会議、連絡会議などを開催し、

情報を共有し連携の強化を図っております。

⑥ 当社の監査役による監査を支えるための体制について

当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、グループ経営会議、

執行役員会、コンプライアンス会議などの重要な会議に出席し、業

務の執行状況を直接確認しております。また、当社の監査役は、会

計監査人、内部監査部門と定期的に情報交換のための会議を行い相

互の連携を図っております。

7. 会社の支配に関する基本方針

決定した方針はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表

示しております。また、百分率は、表示単位未満を四捨五入して表示し
ております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年12月31日現在）

(単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び完成業務未収入金

未 成 業 務 支 出 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

使 用 権 資 産

そ の 他

無形固定資産

リ ー ス 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

36,341

9,873

8,407

17,658

986

△ 585

22,671

9,815

2,901

153

4,816

156

1,340

447

5,262

16

4,391

853

7,593

4,327

558

886

594

1,349

△ 123

流 動 負 債
業 務 未 払 金
短 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
未 成 業 務 受 入 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
業 務 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 未 払 金
リ ー ス 債 務
完成業務補償引当金
繰 延 税 金 負 債
退職給付に係る負債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

25,007
2,587
1,000
371

1,244
13,224
1,628
142
100

4,707
3,076

14
1,279
568
47

960
201
4

負 債 合 計 28,083

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
非支配株主持分

30,006
3,025
4,122

22,870
△ 12
671

1,255
△ 96

△ 487
252

純 資 産 合 計 30,929

資 産 合 計 59,013 負債・純資産合計 59,013
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年１月１日から
2019年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 業 務 収 入 62,649

売 上 原 価

完 成 業 務 原 価 45,321

売 上 総 利 益 17,327

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,060

営 業 利 益 4,267

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13

受 取 配 当 金 67

受 取 家 賃 90

受 取 保 険 配 当 金 10

そ の 他 30 212

営 業 外 費 用

支 払 利 息 52

支 払 手 数 料 2

為 替 差 損 23

そ の 他 3 81

経 常 利 益 4,397

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 6

投 資 有 価 証 券 評 価 損 0

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 54

関 係 会 社 清 算 損 25

そ の 他 7 95

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,302

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,769

法 人 税 等 調 整 額 △ 352 1,416

当 期 純 利 益 2,885

非支配株主に帰属する当期純利益 77

親会社株主に帰属する当期純利益 2,808
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連結株主資本等変動計算書

(2019年１月１日から
2019年12月31日まで)

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 3,025 4,122 20,650 △ 12 27,786

会計方針の変更に
よる累積的影響額

－ － △ 234 － △ 234

会計方針の変更を
反映した当期首残高

3,025 4,122 20,416 △ 12 27,551

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △ 353 － △ 353

親会社株主に帰属
する当期純利益

－ － 2,808 － 2,808

自己株式の取得 － － － △ 0 △ 0

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

－ － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,454 △ 0 2,454

当 期 末 残 高 3,025 4,122 22,870 △ 12 30,006

その他の包括利益累計額

非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 800 △ 217 △ 788 △ 205 229 27,810

会計方針の変更に
よる累積的影響額

－ － － － － △ 234

会計方針の変更を
反映した当期首残高

800 △ 217 △ 788 △ 205 229 27,575

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △ 353

親会社株主に帰属
する当期純利益

－ － － － － 2,808

自己株式の取得 － － － － － △ 0

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額)

455 120 301 876 22 899

当 期 変 動 額 合 計 455 120 301 876 22 3,354

当 期 末 残 高 1,255 △ 96 △ 487 671 252 30,929
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連 結 注 記 表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 25社

主要な連結子会社の名称

株式会社建設技研インターナショナル

Waterman Group Plc

Waterman AHW (Victoria) Pty Limited

日本都市技術株式会社

株式会社地圏総合コンサルタント

株式会社日総建

(2) 主要な非連結子会社の数 11社

非連結子会社の名称

株式会社環境総合リサーチ

株式会社ＣＴＩフロンティア

株式会社マネジメントテクノ

釜石太陽光発電株式会社

釜石楢ノ木平太陽光発電株式会社

株式会社ＣＴＩアウラ

株式会社ＣＴＩ新土木

株式会社ＣＴＩウイング

株式会社ＣＴＩグランドプラニング

武漢長建創維環境科技有限公司

株式会社ＣＴＩミャンマー

(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等がいず

れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社

持分法を適用している非連結子会社及び関連会社はありません。

(2) 持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関連会社

株式会社環境総合リサーチ、株式会社ＣＴＩフロンティア、株式会社マネジメントテクノ、釜石太

陽光発電株式会社、釜石楢ノ木平太陽光発電株式会社、株式会社ＣＴＩアウラ、株式会社ＣＴＩ新

土木、株式会社ＣＴＩウイング、株式会社ＣＴＩグランドプラニング、武漢長建創維環境科技有限

公司、株式会社ＣＴＩミャンマー、株式会社総合設備コンサルタントおよび株式会社札幌日総建は、

それぞれ当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外しております。

(株式会社総合設備コンサルタント、株式会社札幌日総建は株式会社日総建の関連会社であります｡）

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

Waterman Group Plcの一部の連結子会社の事業年度の末日は３月31日または６月30日のいずれかであ

りますが、連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日である12月31日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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4. 在外子会社における会計処理基準に関する事項

｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号2019

年６月28日公表分）を適用し、在外子会社に対して連結決算上、必要な調整を行っております。

5. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

その他有価証券

・時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

２）たな卸資産

未成業務支出金……個別法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

１）有形固定資産（リース資産および使用権資産を除く）……定率法
ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）および2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物……17～50年
使用権資産については、定額法を採用しております。

２）無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

３）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益お

よび費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定お

よび非支配株主持分に含めて計上しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしておりま

す。

２）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

３）役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

４）業務損失引当金

受注業務に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において見込まれる未成業務の損失

額を計上しております。

５）完成業務補償引当金

完成業務に係る将来の補償費用の支出に備えるため、当連結会計年度末において見込まれる完成

業務の補償額を計上しております。
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(5) 重要な収益および費用の計上基準

売上高の計上は、完成基準によっております。ただし、当連結会計年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事業務については工事進行基準（工事業務の進捗率の見積りは原価比

例法）を適用しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間を見積もって、20年以内の一定の年数で均等償

却することとしております。

(7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

１）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２）消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(会計方針の変更)

当連結会計年度より、在外連結子会社において、IFRS第９号「金融商品」およびIFRS第15号「顧客と

の契約から生じる収益」ならびにIFRS第16号「リース」を適用しております。なお、本基準の適用に

あたっては、経過措置として認められている本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する

方法を採用しております。

１．IFRS第９号「金融商品」

金融商品の分類および測定方法を見直し、金融資産について予想信用損失モデルによる減損を認

識しております。当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影響は軽微であります。

２．IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

約束した財またはサービスが顧客に移転された時点で、当該財またはサービスと交換に権利を得

ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識しております。当該会計基準の適用が連結計算書

類に与える影響は軽微であります。

３．IFRS第16号「リース」

原則として、借手となる全てのリースについて資産および負債を認識しております。この結果、

当連結会計年度の期首の利益剰余金は151百万円減少しております。また、当連結会計年度末の

有形固定資産の「使用権資産」が1,340百万円、流動負債の「リース債務」が307百万円、固定負

債の「リース債務」が1,164百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会計年度の税金等

調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

(｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当連結

会計年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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(連結貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 6,061百万円

2. 保証債務

当社グループ従業員の銀行からの借入に対して26百万円の債務保証を行っております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数
当連結会計年度

増加株式数
当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 14,159,086株 －株 －株 14,159,086株

2. 自己株式の数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数
当連結会計年度

増加株式数
当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 18,837株 122株 －株 18,959株

(注) 増加株式数122株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

3. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当金 基 準 日 効力発生日

2019年３月26日 普通株式 353百万円 25円 2018年12月31日 2019年３月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2020年３月26日開催の第57回定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配 当 金 の 総 額 494百万円

② 配 当 原 資 利益剰余金

③ １株当たり配当金額 35円

④ 基 準 日 2019年12月31日

⑤ 効 力 発 生 日 2020年３月27日

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、一時的な余剰資金を安全性の高い金融資産に限定して運用

し、デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形および完成業務未収入金は、顧客の信用リスクにさらされております。当

該リスクに関しては、契約業務管理規程および受託契約取扱要領に従い、所定の期日が過ぎても入

金されない場合は、原因を調査し、結果を社内関係者に周知し、関係部署が適切に対処しておりま

す。また、有価証券および投資有価証券は、主に投資信託や株式であり、市場価格の変動リスクに

さらされておりますが、時価のあるものについては定期的に時価の把握を行っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提

条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ

ん。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

(1) 現金及び預金 9,873 9,873 －

(2) 受取手形及び完成業務未収入金 8,407 8,407 －

(3) 投資有価証券

①満期保有目的の債券 716 718 1

②その他有価証券 2,605 2,605 －

資産 計 21,603 21,604 1

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

(2) 受取手形及び完成業務未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機
関から提示された価格によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（連結貸借対照表計上額1,005百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、｢(3) 投資有価証券｣
には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記）

賃貸等不動産について記載すべき重要なものはないため開示を省略しています。

(１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 2,169円53銭

2. １株当たり当期純利益 198円59銭

(重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

(その他に関する注記）

該当事項はありません。



〆≠●0
02_0187801102003.docx

2/10/2020 8:44:00 PM印刷 9/19

― 26 ―

貸 借 対 照 表

（2019年12月31日現在）

(単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
完成業務未収入金
未 成 業 務 支 出 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無形固定資産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権
専 用 施 設 利 用 権
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 ・ 保 証 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

25,282
7,104

35
2,026

14,080
167

1,704
163

23,405
7,977
2,541
153
6

330
4,787

99
57

818
16

779
0
22
0
0

14,609
3,481
7,905

83
558
33

456
973

1,215
6

△ 106

流 動 負 債
業 務 未 払 金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未 払 費 用
未 成 業 務 受 入 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
業 務 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 未 払 金
リ ー ス 債 務
退 職 給 付 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

17,089
2,044

39
459

1,138
586

1,003
9,729
667

1,337
37
34
12

1,013
7
63

786
152
4

負 債 合 計 18,103

純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

29,328
3,025
4,122
4,122

22,192
176

22,016
8,700

13,316
△ 12
1,255
1,255

純 資 産 合 計 30,583

資 産 合 計 48,687 負債・純資産合計 48,687
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損 益 計 算 書

(2019年１月１日から
2019年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高

完 成 業 務 収 入 41,068

売 上 原 価

完 成 業 務 原 価 28,742

売 上 総 利 益 12,326

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,707

営 業 利 益 3,619

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 196

そ の 他 134 331

営 業 外 費 用

支 払 利 息 0

支 払 手 数 料 2

為 替 差 損 3

そ の 他 2 9

経 常 利 益 3,942

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 6

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 54

関 係 会 社 清 算 損 25

そ の 他 3 91

税 引 前 当 期 純 利 益 3,850

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,566

法 人 税 等 調 整 額 △ 345 1,220

当 期 純 利 益 2,629
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株主資本等変動計算書

(2019年１月１日から
2019年12月31日まで)

(単位：百万円)
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,025 4,122 4,122 176 8,700 11,039 19,916

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △ 353 △ 353

当 期 純 利 益 － － － － － 2,629 2,629

自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － －

株主資本以外の項目
の当事業年度中の
変 動 額 （純 額)

－ － － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 2,276 2,276

当 期 末 残 高 3,025 4,122 4,122 176 8,700 13,316 22,192

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △ 12 27,051 800 800 27,852

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △ 353 － － △ 353

当 期 純 利 益 － 2,629 － － 2,629

自 己 株 式 の 取 得 △ 0 △ 0 － － △ 0

株主資本以外の項目
の当事業年度中の
変 動 額 （純 額)

－ － 455 455 455

当 期 変 動 額 合 計 △ 0 2,276 455 455 2,731

当 期 末 残 高 △ 12 29,328 1,255 1,255 30,583
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券
満期保有目的の債券……償却原価法
子会社株式および関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

・時価のないもの
移動平均法による原価法

２）たな卸資産
未成業務支出金……個別法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
１）有形固定資産（リース資産を除く）……定率法

ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）および2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物……17～50年
２）無形固定資産（リース資産を除く）……定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を
採用しております。

３）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。

(4) 重要な引当金の計上基準
１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

２）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

３）役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

４）業務損失引当金
受注業務に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において見込まれる未成業務の損失額を
計上しております。

５）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に
基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
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(5) 収益および費用の計上基準

売上高の計上は、完成基準によっております。ただし、当事業年度末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事業務については工事進行基準（工事業務の進捗率の見積りは原価比例法）

を適用しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる事項

１）消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

２）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会

計処理の方法と異なっております。

2. 表示方法の変更

(｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当事業

年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,358百万円

(2) 保証債務

当社従業員の銀行からの借入に対して23百万円、株式会社建設技研インターナショナルの従業員の

銀行からの借入に対して2百万円の債務保証を行っております。

(3) 関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 1,801百万円

短 期 金 銭 債 務 364百万円

長 期 金 銭 債 権 559百万円

(4) 取締役および監査役に対する長期金銭債務 7百万円

(注) 取締役および監査役に対する長期金銭債務は、将来の退任時に支給する予定の退職慰労金に係る債
務であり、長期未払金に計上しております。

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

関係会社との営業取引高 2,231百万円

関係会社との営業取引以外の取引高 228百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 増 加 株 式 数 減 少 株 式 数 当事業年度末株式数

普通株式 18,837株 122株 －株 18,959株

(注) 増加株式数122株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。
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6. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

未払事業税 79百万円

業務損失引当金 10百万円

賞与引当金 409百万円

賞与社会保険料 59百万円

退職給付引当金 277百万円

長期未払金 2百万円

有価証券評価損 62百万円

資産除去債務 36百万円

その他 217百万円

繰延税金資産小計 1,155百万円

評価性引当金 △ 207百万円

繰延税金資産合計 948百万円

繰延税金負債

有形固定資産 22百万円

その他有価証券評価差額金 469百万円

繰延税金負債合計 491百万円

繰延税金資産純額 456百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差額の原因となった項目別の内訳

法定実効税率 30.62％

(調整)

交際費等の損金不算入 0.16％

住民税均等割 2.23％

受取配当等の益金不算入 △ 0.96％

試験研究費の特別控除 △ 0.96％

役員賞与損金不算入 0.22％

評価性引当金 0.27％

その他 0.12％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.70％
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7. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：百万円)

属 性 会社等の名称 住 所 資本金 事業内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

株式会社建設技研
インターナショナル

東京都
江東区

100 注１
70
(―)

当社の業務の
一部を委託

資金の貸付 100
短期貸付金 700

貸付金の回収 ―

株式会社地圏総合
コンサルタント

東京都
荒川区

100 注２
100
(―)

当社の業務の
一部を委託

資金の貸付 800
短期貸付金 650

貸付金の回収 650

株 式 会 社
日 総 建

東京都
渋谷区

100 注３
100
(―)

当社の業務の
一部を委託

資金の貸付 450
短期貸付金 250

貸付金の回収 500

(注) 1. 事業内容は、｢建設コンサルタント」であります。

2. 事業内容は、｢建設コンサルタントおよび地質調査業」であります。

3. 事業内容は、｢建築設計および監理業」であります。

4. 取引条件については、以下のとおりであります。

・貸付取引：市場金利を勘案して貸付利率を決定しております。

8. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,162円91銭

(2) １株当たり当期純利益 185円99銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年２月12日

株式会社 建設技術研究所

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岡本健一郎 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 滝 沢 勝 己 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社建設技術研究所の2019年１
月１日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、株式会社建設技術研究所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2020年２月12日

株式会社 建設技術研究所

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 岡本健一郎 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 滝 沢 勝 己 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社建設技術研究所の
2019年１月１日から2019年12月31日までの第57期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を
行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、2019年１月１日から2019年12月31日までの第57期事業年度

における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の結果、監査役全員一致の意見により、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、当期の監査方針、監査計画及び職務の分担等を定め、各監

査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、監査計画及び職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるととも
に、取締役会及び経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所等において業務及
び財産の状況等を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正確
保に必要なものとして、会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる当該体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図るとともに、必要に応じて子会社から経営及び管理の状況等につ
いて報告を受けました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」(平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、第57期事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムの整備や運用に関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

2020年２月12日

株式会社 建設技術研究所 監査役会

監査役(常勤) 齋 藤 貢 一 ㊞

監 査 役 尾 園 修 治 郎 ㊞

監 査 役 田 中 康 郎 ㊞

監 査 役 石 川 剛 ㊞

(注) 監査役田中康郎及び石川剛は、会社法第２条第16号及び第335条第
３項に定める社外監査役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
当事業年度の剰余金の処分につきましては、安定配当方針の維持と利益還

元の充実を図りながら、今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおり
といたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
1. 配当財産の種類

金銭といたします。
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき35円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、494,904,445円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年３月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役12名選任の件

現任取締役12名は、本総会終結の時をもって全員任期満了になりますので、

社外取締役２名を含む取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

１

むら た かず お

村 田 和 夫

(1951年９月26日)

1978年４月 当社入社
1997年４月 当社東京支社河川本部技術第

五部長
1999年４月 当社東京支社河川本部長
2001年４月 当社東京本社次長
2003年３月 当社取締役、技術管理本部長
2004年４月 当社経営企画部長兼管理本部

副本部長
2006年３月 当社常務取締役、管理本部長
2009年４月 当社九州支社長兼沖縄支社長
2010年３月 当社取締役、常務執行役員
2011年３月 当社専務執行役員
2011年４月 当社東京本社長
2013年３月 当社代表取締役社長
2019年３月 当社代表取締役会長（現任）

64,300株

【取締役候補者とした理由】
村田和夫は、流域・国土事業部門、技術管理、経営企画、管理部門、拠点事業
所の要職を歴任し、2013年３月より代表取締役社長として、受注拡大、新規事
業展開、働き方改革、コンプライアンスの徹底に強いリーダーシップを発揮し
てきました。2019年３月より代表取締役会長として、協会活動等を通じて企業
価値の向上に貢献するとともにグループ全体の監督に経営手腕を発揮してお
り、引き続き取締役候補者として推薦するものであります。
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候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

２

ゆ あさ お

兪 朝 夫

(1955年１月17日)

1979年４月 当社入社
1997年４月 当社東京支社名古屋支店技術

部長
2003年４月 当社東京本社次長
2005年３月 当社取締役
2005年４月 当社東京本社副本社長
2006年３月 当社経営企画部長
2009年４月 当社中部支社長
2010年３月 当社執行役員
2011年３月 当社取締役、常務執行役員、

大阪本社長
2013年３月 当社専務執行役員
2013年４月 当社東京本社長
2016年３月 当社副社長執行役員
2017年３月 当社代表取締役（現任)、企

画本部長
2019年３月 当社副会長（現任）

35,100株

【取締役候補者とした理由】
兪朝夫は、流域・国土事業部門、拠点事業所の要職を歴任し、2017年３月に代
表取締役副社長執行役員に就任、企画本部長、流域・国土事業部門、広報およ
び海外子会社の監督責任者を担当し経営手腕を発揮してきました。2019年３月
より代表取締役副会長として、グループ全体の監督に経営手腕を発揮してお
り、引き続き取締役候補者として推薦するものであります。

３

なか むら てつ み

中 村 哲 己

(1957年３月４日)

1979年４月 当社入社
2002年４月 当社東京本社河川部長
2006年４月 当社東京本社次長
2009年４月 当社東京本社副本社長
2010年３月 当社執行役員
2011年４月 当社東北支社長
2013年３月 当社取締役
2015年３月 当社九州支社長兼沖縄支社長
2016年３月 当社常務執行役員
2017年４月 当社東京本社長
2018年３月 当社専務執行役員
2019年３月 当社代表取締役社長（現任）

24,600株

【取締役候補者とした理由】
中村哲己は、流域・国土事業部門、拠点事業所の要職を歴任し、2019年３月よ
り代表取締役社長として、受注拡大、新規事業展開、働き方改革およびＣＳＲ
を通じた企業価値の向上と当社グループの持続的成長に強いリーダーシップを
発揮しており、引き続き取締役候補者として推薦するものであります。
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候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

４

てら い かず ひろ

寺 井 和 弘

(1956年２月28日)

1981年４月 当社入社
1999年４月 当社大阪支社環境本部環境対

策部長
2003年４月 当社マネジメント事業部長
2007年４月 当社東京本社次長
2012年３月 当社執行役員
2012年４月 当社東京本社副本社長
2013年３月 当社取締役
2013年４月 当社管理本部長
2016年３月 当社常務執行役員
2017年４月 当社大阪本社長
2018年３月 当社専務執行役員
2019年３月 当社代表取締役副社長執行役

員（現任）
2019年４月 当社東京本社長（現任）

22,400株

【取締役候補者とした理由】
寺井和弘は、流域・国土、環境・社会事業部門、拠点事業所、管理部門の要職
を歴任し、2019年３月に代表取締役副社長執行役員に就任、東京本社長、環
境・社会事業部門担当として、大規模事業所の経営と環境・社会事業部門の事
業拡大に強いリーダーシップを発揮しており、引き続き取締役候補者として推
薦するものであります。

５

にし むら たつ や

西 村 達 也

(1959年８月９日)

1985年４月 当社入社
2004年４月 当社東京本社水システム部長
2010年４月 当社中部支社次長
2015年３月 当社執行役員
2015年４月 当社東京本社副本社長
2017年３月 当社常務執行役員
2017年４月 当社東北支社長
2019年３月 当社取締役、専務執行役員

(現任）
2019年４月 当社企画・営業本部長（現

任）

18,300株

【取締役候補者とした理由】
西村達也は、流域・国土事業部門、拠点事業所の要職を歴任し、2019年３月に
取締役専務執行役員に就任し、企画・営業本部長、流域・国土事業部門担当と
して、当社および当社グループの事業拡大に経営手腕を発揮しており、引き続
き取締役候補者として推薦するものであります。
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候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

６

ひろ さわ じゅん

廣 澤 遵

(1956年12月10日)

1980年４月 当社入社
2005年４月 当社中部支社河川部長
2008年４月 当社中部支社次長
2013年３月 当社執行役員
2013年４月 当社東京本社副本社長
2014年４月 当社管理本部副本部長兼管理

本部人事部長
2017年３月 当社常務執行役員（現任）
2017年４月 当社中部支社長
2019年３月 当社取締役（現任）
2019年４月 当社九州支社長兼沖縄支社長

(現任）

17,600株

【取締役候補者とした理由】
廣澤遵は、流域・国土事業部門、管理部門、拠点事業所の要職を歴任し、2019
年３月に取締役常務執行役員に就任、九州支社長として、基幹事業所の経営に
強いリーダーシップを発揮しており、引き続き取締役候補者として推薦するも
のであります。

７

あき ば つとむ

秋 葉 努

(1957年７月７日)

1980年４月 当社入社
2004年４月 当社東京本社道路・交通部長
2006年４月 当社東北支社次長
2010年４月 当社営業本部副本部長
2013年３月 当社執行役員
2013年４月 当社中部支社長
2015年３月 当社東北支社長
2017年３月 当社常務執行役員（現任）
2017年４月 当社九州支社長兼沖縄支社長
2019年３月 当社取締役（現任）
2019年４月 当社ガバナンス統括本部長

(現任）

21,100株

【取締役候補者とした理由】
秋葉努は、交通・都市事業部門、営業部門、拠点事業所の要職を歴任し、2019
年３月に取締役常務執行役員に就任し、ガバナンス統括本部長および交通・都
市事業部門担当として、当社および当社グループのガバナンス向上と交通・都
市事業部門の事業拡大に経営手腕を発揮しており、引き続き取締役候補者とし
て推薦するものであります。



〆≠●0
03_0187801102003.docx

2/10/2020 8:45:00 PM印刷 6/11

― 42 ―

候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

８

き うち ひろし

木 内 啓

(1958年７月９日)

1981年４月 当社入社
2005年４月 当社大阪本社河川部長
2011年４月 当社大阪本社次長
2015年３月 当社執行役員
2015年４月 当社東京本社副本社長
2015年11月 株式会社日総建代表取締役社

長
2017年３月 当社常務執行役員（現任）
2019年３月 当社取締役（現任）
2019年４月 当社大阪本社長（現任）

15,900株

【取締役候補者とした理由】
木内啓は、流域・国土事業部門、拠点事業所の要職を歴任し、主要グループ会
社である株式会社日総建の社長を経て、2019年３月に取締役常務執行役員に就
任し、大阪本社長として、基幹事業所の経営に強いリーダーシップを発揮して
おり、引き続き取締役候補者として推薦するものであります。

９

な なみ よし あき

名 波 義 昭

(1960年１月２日)

2017年７月 国土交通省四国地方整備局長
退任

2017年11月 当社入社、理事
2018年３月 当社執行役員、技術本部副本

部長
2019年３月 当社取締役、常務執行役員、

技術本部長（現任）

2,300株

【取締役候補者とした理由】
名波義昭は、国土交通省等で治水・水資源分野の要職を歴任した後、2017年11
月に当社に入社し、2018年３月に執行役員就任、2019年３月に取締役常務執行
役員に就任し、技術本部長として、当社の成果品質向上に経営手腕を発揮して
おり、引き続き取締役候補者として推薦するものであります。

10

すず き なお と

鈴 木 直 人

(1961年11月22日)

1991年４月 八千代エンジニヤリング株式
会社退職

1991年５月 当社入社
2006年４月 当社大阪本社道路・交通部長
2011年４月 当社大阪本社営業部長
2012年４月 当社大阪本社次長
2017年３月 当社執行役員（現任）
2017年４月 当社管理本部副本部長兼管理

本部人事部長（現任）

2,700株

【取締役候補者とした理由】
鈴木直人は、交通・都市事業部門、営業部門、拠点事業所の要職を歴任し、
2017年３月に執行役員に就任し、管理本部副本部長兼管理本部人事部長とし
て、当社の働き方改革や人材の採用・育成・活用に経営手腕を発揮しており、
取締役候補者として推薦するものであります。
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候補者
番 号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当および
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

11

いけ ぶち しゅう いち

池 淵 周 一

(1943年７月５日)

1979年２月 京都大学防災研究所教授
1996年４月 京都大学防災研究所附属水資

源研究センター長
1999年５月 京都大学防災研究所長
2004年10月 株式会社気象工学研究所取締

役研究所長
2007年４月 京都大学名誉教授、財団法人

河川環境管理財団研究顧問
2013年４月 公益財団法人河川財団研究フ

ェロー（現任）
2017年３月 当社取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】
池淵周一は、今後、業容拡大が見込まれる防災分野の専門家であり、同氏の豊
富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただいており、引き続き
社外取締役候補者として推薦するものであります。

12

こ さお ふ み こ

小 棹 ふ み 子

(1954年４月17日)

1973年４月 国税庁採用
1997年７月 税務大学校東京研修所教育官
2011年７月 関東信越国税局行田税務署長
2014年７月 日本橋税務署長
2015年８月 税理士登録（現任）
2016年６月 飛島建設株式会社社外監査役

(現任）
2017年３月 当社取締役（現任）
2017年６月 メタウォーター株式会社社外

取締役（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】
小棹ふみ子は、税理士として税務と企業会計に関する専門知識を有しており、
同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただいており、
引き続き社外取締役候補者として推薦するものであります。

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 池淵周一および小棹ふみ子は、社外取締役候補者であります。両氏の当社社外

取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年であります。

3. 当社は、社外取締役２名との間に法令が定める額を限度とする旨の責任限定契

約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、上記責任限定契約を継続す

る予定であります。
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第３号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度の業績等を勘案して、当事業年度末時点の取締役のうち社外取

締役以外の10名に対し、賞与を総額37,700,000円支給することといたしたく

存じます。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区隼町１番１号

グランドアーク半蔵門 ３階 光の間

電話番号 03―3288―0111

交通のご案内

■東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」１番出口より徒歩２分
■東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」３ｂ出口より徒歩３分
■東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」６番出口より徒歩３分
６番出口は地上までエスカレーターとエレベーターが
通じています。

■東京メトロ有楽町線「麹町駅」１番出口より徒歩７分

植物油インキ使用


